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項
目

細
別

工
種

第
一
次
評
定
者

第
二
次
評
定
者

（
別
紙
－
１
）

（
別
紙
－
２
）

１
．
施
工
体
制

Ⅰ
．
施
工
体
制
一
般

【
共
　
　
通
】

1
-
1

Ⅱ
．
配
置
技
術
者

【
共
　
　
通
】

1
-
2

２
．
施
工
状
況

Ⅰ
．
施
工
管
理

【
共
　
　
通
】

1
-
3

Ⅱ
．
工
程
管
理

【
共
　
　
通
】

1
-
4

2
-
1

Ⅲ
．
安
全
対
策

【
共
　
　
通
】

1
-
5

2
-
2

Ⅳ
．
対
外
関
係

【
共
　
　
通
】

1
-
6

３
．
出
来
形
及
び

Ⅰ
．
出
来
形

【
土
木
工
事
】

1
-
7
-
1

　
　
出
来
ば
え

【
建
築
工
事
】

1
-
7
-
3

Ⅱ
．
品
質

【
土
木
工
事
】

1
-
8
-
1

【
土
木
工
事
】

Ⅱ
品
質

Ⅲ
出
来
ば
え

【
土
木
工
事
】

Ⅱ
品
質

Ⅲ
出
来
ば
え

【
〃
】
(
維
持
工
事
)

1
-
8
-
2

道
路
改
良

3
-
3
-
1

3
-
4
-
1

港
湾
築
造
工
事

3
-
3
-
2
6

3
-
4
-
2
3

【
〃
】
(
修
繕
工
事
)

1
-
8
-
3

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事

3
-
3
-
2

3
-
4
-
2

3
-
4
-
4
1

土
工
事
・
切
土
工
事
・
盛
土
工
事
・
築
堤
工
事

3
-
3
-
3

3
-
4
-
3

下
水
道
工
事
－
開
削
・
推
進
・
シ
ー
ル
ド
工
事

3
-
3
-
2
7

3
-
4
-
2
4

3
-
4
-
4

3
-
4
-
2
5

【
建
築
工
事
】

1
-
8
-
5

護
岸
工
事
・
根
固
工
事
・
水
制
工
事

3
-
3
-
4

3
-
4
-
5

電
線
共
同
溝
工
事
（
舗
装
工
事
含
む
）

3
-
3
-
2
8

3
-
4
-
2
6

【
〃
】
(
電
気
設
備
)

1
-
8
-
6

鋼
橋
工
事

3
-
3
-
5

3
-
4
-
6

土
木
工
事
（
維
持
工
事
）

3
-
3
-
2
9

3
-
4
-
2
2

【
〃
】
(
暖
冷
･
衛
生
)

1
-
8
-
7

河
川
改
良

3
-
3
-
6

3
-
4
-
7

土
木
工
事
（
修
繕
工
事
）

3
-
3
-
3
0

3
-
4
-
2
2

Ⅲ
．
出
来
ば
え

地
滑
り
工
事
（
承
水
路
工
事
・
排
水
路
工
事
）

3
-
3
-
7

3
-
4
-
8

土
木
そ
の
他
工
事
（
歩
道
工
・
情
報
ボ
ッ
ク
ス
設
置
工
）
3
-
3
-
3
1

3
-
4
-
4
2

地
滑
り
工
事
（
集
水
井
工
）

3
-
3
-
8

3
-
4
-
8

上
記
以
外
の
工
事
ま
た
は
合
併
工
事

3
-
3
-
3
2

3
-
4
-
4
2

地
滑
り
工
事
（
水
抜
き
ボ
ー
リ
ン
グ
工
）

3
-
3
-
9

3
-
4
-
9

ほ
場
整
備
工
事
（
整
地
工
　
用
排
水
路
工
　
道
路
工

暗
渠
排
水
工
　
二
次
製
品
水
路
）

3
-
3
-
3
8

3
-
4
-
3
3

地
滑
り
工
事
（
治
山
渓
間
工
・
堰
堤
工
・
床
止
工
）

3
-
3
-
1
0

3
-
4
-
2

た
め
池
工
事

3
-
3
-
3
9

3
-
4
-
3
4

3
-
4
-
8

管
水
路
工
事

3
-
3
-
4
0

3
-
4
-
3
5

地
滑
り
工
事
（
抑
止
杭
工
）

3
-
3
-
1
1

3
-
4
-
8

コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
次
製
品
水
路
工
事

3
-
3
-
4
1

3
-
4
-
3
6

3
-
4
-
1
2

森
林
整
備
工
事
　
植
栽
・
保
育

3
-
3
-
4
2

3
-
4
-
3
7

地
滑
り
工
事
（
ア
ン
カ
ー
工
）

3
-
3
-
1
2

3
-
4
-
8

木
製
構
造
物
工
事

3
-
3
-
4
3

3
-
4
-
3
8

舗
装
工
事

3
-
3
-
1
3

3
-
4
-
1
0

な
だ
れ
柵
工
事
等

3
-
3
-
4
4

3
-
4
-
4
0

海
岸
工
事

3
-
3
-
1
4

3
-
4
-
2

法
面
工
事

3
-
3
-
1
5

3
-
4
-
1
1

基
礎
工
工
事
（
地
盤
改
良
等
を
含
む
）

3
-
3
-
1
6

3
-
4
-
1
2

【
共
通
工
事
】

Ⅱ
品
質

Ⅲ
出
来
ば
え

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
工
事
（
P
C
及
び
R
C
を
対
象
）

3
-
3
-
1
7

3
-
4
-
1
3

機
械
設
備
工
事
・
電
気
設
備
工
事

3
-
3
-
3
3

3
-
4
-
2
7

塗
装
工
事

3
-
3
-
1
8

3
-
4
-
1
4

3
-
4
-
2
8

ト
ン
ネ
ル
工
事
（
N
A
T
M
工
法
）

3
-
3
-
1
9

3
-
4
-
2

電
気
通
信
工
事

3
-
3
-
3
4

3
-
4
-
2
9

植
栽
工
事

3
-
3
-
2
0

3
-
4
-
1
5

【
建
築
工
事
】

Ⅱ
品
質

Ⅲ
出
来
ば
え

防
護
柵
-
網
-
工
事
・
標
識
工
事
・
区
画
線
等
設
置
工
事

3
-
3
-
2
1

3
-
4
-
1
6

建
築
工
事

3
-
3
-
3
5

3
-
4
-
3
0

3
-
4
-
2
0

電
気
設
備
工
事

3
-
3
-
3
6

3
-
4
-
3
1

3
-
4
-
2
1

暖
冷
房
衛
生
設
備
工
事

3
-
3
-
3
7

3
-
4
-
3
2

雪
寒
P
C
構
造
物
工
事

3
-
3
-
2
2

3
-
4
-
1
7

【
そ
の
他
工
事
】

Ⅱ
品
質

Ⅲ
出
来
ば
え

雪
寒
鋼
製
構
造
物
工
事

3
-
3
-
2
3

3
-
4
-
6

土
木
そ
の
他
工
事
（
取
り
壊
し
工
）

3
-
3
-
4
6

3
-
4
-
4
2

雪
寒
消
雪
配
管
工
事

3
-
3
-
2
4

3
-
4
-
1
8

土
木
そ
の
他
工
事
ま
た
は
合
併
工
事

3
-
3
-
4
7

3
-
4
-
4
2

雪
寒
さ
く
井
工
事

3
-
3
-
2
5

3
-
4
-
1
9

４
．
工
事
特
性

【
土
木
工
事
】

2
-
3
-
1

【
建
築
工
事
】

2
-
3
-
2

５
．
創
意
工
夫

【
土
木
工
事
】

1
-
9
-
1

【
建
築
工
事
】

1
-
9
-
2

６
．
社
会
性
等

Ⅰ
．
地
域
へ
の
貢
献
等

2
-
4

７
．
法
令
遵
守
等

2
-
5

８
．
総
合
評
価
方
式
等

2
-
6

【
共
通
工
事
】

（
機
械
･
電
気
設
備
）

1
-
8
-
4

3
-
2
-
3

第
三
次
評
定
者

（
別
紙
－
３
）

治
山
山
腹
工
事
・
主
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
を
主
体
と

し
な
い
地
滑
り
・
堰
堤
工
事

3
-
3
-
4
5

3
-
4
-
3
9

3
-
1

3
-
2
-
1

3
-
2
-
2

考
　
査
　
項
　
目
　
別
　
運
　
用
　
表
（
目
次
）

【
共
通
工
事
】

（
機
械
･
電
気
設
備
）

1
-
7
-
2
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富山県請負工事成績通知要領 
耕  第 ７２号 

企 用 第１１９号 

検  第  ４号 

平成 16 年 4 月 1 日 

農 林 水 産 部 長 

土  木  部  長 

出 納 事 務 局 長 

 （目 的） 

第１ 本要領は、「富山県請負工事成績評定要領」第７に規定する工事の成績評定結果

の通知に関する事項を定めることにより、工事の適正かつ能率的な施工を確保し工事

に関する技術水準の向上に資するとともに、工事の品質の確保を図ることを目的とす

る。 

 （対象工事） 

第２ 評定点の通知の対象とする工事は、富山県請負工事成績評定要領第２に規定され

た評定の対象工事とする。 

 （評定点の通知） 

第３ 検査員は、当該工事の受注者に工事成績評定結果を速やかに別記様式第１「工事

成績通知書」により通知するものとする。なお、検査員が検査室のものにあっては、

工事を監督する事業主管課長又は出先機関の長もしくは土木センター土木事務所長

（以下「事業主管課長等」という。）を経由して受注者に通知するものとする。 

 （説明請求） 

第４ 前条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内（「休日」を

含む。）に別記様式第２「工事成績評定に係る説明請求書」により、事業主管課長等

に評定点等について説明を求めることができるものとする。 

 （説明請求の提出） 

第５ 説明を求める書面の送付先は、事業主管課長等とする。 

 （説明請求に対する回答） 

第６ 事業主管課長等は、評定点等の通知を受けた受注者から、評定点等についての説

明を求められた場合、別記様式第３「工事成績評定に係る説明書（回答）」により回

答するものとする。 
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２ 事業主管課長等は、前項の回答をする場合、工事成績評定評価委員会に意見を求め

ることができる。 

３ 前項の工事成績評定評価委員会は、別に定める「工事成績評定評価委員会設置要領」

に基づき設置するものとする。 

 （再説明請求） 

第７ 第６の回答を受けた者は、回答を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）

以内に別記様式第４「工事成績評定に係る再説明請求書」により、事業主管課長等

に対して、再説明を求めることができるものとする。 

２ 説明を求める書面の送付先は事業主管課長等とする。 

（再説明請求に対する回答） 

第８ 事業主管課長等は、第７の説明に係る回答を受けた受注者から再説明を求められ

た場合、別記様式第５「工事成績評定に係る再説明書（回答）」により回答するもの

とする。 

２ 事業主管課長等は、前項の回答をする場合、工事成績評定評価委員会の審議を経て

から回答するものとする。 

附 則 

この要領は、平成16年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成19年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成20年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成30年５月２日から施行する。 
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別記様式第1 

平成  年  月  日
契約の相手方

所在地

商号又は名称

代表者氏名 殿

富山県知事 印

工事成績通知書          

貴社が受注した工事について、富山県請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

評定の結果に疑問があるときは、その疑問の旨を付して、この通知を受けた日から起算して14日（「休

日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送します。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。 

記

１ 工事名及び工事番号 工事（○○○○○○○）

２ 発注工種

３ 工  期 平成 年 月 日～平成 年 月 日

４ 完成検査年月日 平成 年 月 日

５ 成績評定 評定点○○点 項目別評定点は、別表１のとおり

（修正評定点○○点〔評定点が修正された場合のみ〕）

６ 送付先

（本庁が監督する工事の場合）

〒930－8501 富山県富山市新総曲輪1番７号 
富山県○○部○○課長 宛

（出先機関が監督する工事の場合）

〒○○－○○ 富山県○○市○○丁目○○番地

富山県○○土木センターまたは土木事務所長  宛
７ 手続き等の問い合わせ先

  （本庁が監督する工事の場合）

富山県○○部○○課長 

TEL  ○○○－○○－○○○○

（出先機関が監督する工事の場合）

富山県○○土木センターまたは土木事務所

(担当：管理検査課長または技術所長代理) 
    TEL  ○○○－○○－○○○○

※この工事成績評定点の反映は、工事成績通知日を基に行われます。

（H22.4.1施行） 
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別表1
項目別評定点

工事番号

工事名

受注者名

細別 評定点 ／ 満点

2.施工状況

3.出来形及び出来ばえ

4.工事特性（加点のみ）

5.創意工夫（加点のみ）

6.社会性等（加点のみ）

評価項目

1.施工体制

　　－

Ⅰ.施工体制一般 ／ 3.3点

Ⅱ.配置技術者 ／ 4.1点

注） 項目別評定点は各評価項目の細別毎に四捨五入していることから、
　評定点合計が合わないことがある。

／ 100点評定点合計

　　点

　　点

7.法令遵守等（減点のみ）

8.総合評価方式等（減点のみ）

 地域への貢献等 ／ 5.2点

 創意工夫 ／ 5.7点

 施工条件等への対応 ／ 7.3点

Ⅰ.出来形 ／ 14.9点

Ⅱ.品質 ／ 17.4点

Ⅲ.出来ばえ ／ 8.5点

Ⅰ.施工管理 ／ 13.0点

Ⅱ.工程管理 ／ 8.1点

Ⅲ.安全対策 ／ 8.8点

Ⅳ.対外関係 ／ 3.7点
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別記様式第２  

平成  年  月  日  

富山県知事      殿  

受注者  住  所  

  商号又は名称  

代表者氏名    印  

工事成績評定に係る説明請求書  

 平成  年  月  日付けで通知を受けた工事成績評定結果について、説明を求め

ます。  

記  

１  工事名 工  事  

２  工事番号  

２  工事成績評定に係る疑問の内容  

  （別途、必要に応じ資料を添付して下さい。）  
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別記様式第３  

第       号  

平成  年  月  日  

契約の相手方  

所在地  

商号又は名称  

代表者氏名 殿  

  富山県知事    印  

工事成績評定に係る説明書（回答）

 平成  年  月  日付けで貴社から説明を求められた評定内容について、下記の

とおり回答します。  

 本説明書に疑問があるときは、その疑問の旨を記載して、この回答を受けた日

から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、再説明を求めるこ

とができます。なお、再説明は別途設ける工事成績評定評価委員会の審査を経た

うえで行います。  

 疑問の旨に対する再説明は、書面により郵送します。また、再説明を求める場

合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。  

記  

１  工事名 工  事  

２  工事番号  

３  疑問に対する回答  

４  送付先及び問い合わせ  

  （本庁が監督する工事の場合）  

〒930－8501  富山県富山市新総曲輪１番７号  

   富山県○○部○○課長  宛  

  TEL ○○○－○○－○○○○  

  （出先機関が監督する工事の場合）  

  〒○○－○○  富山県○○市○○番地  

 富山県○○事務所長  宛  

 TEL ○○○－○○－○○○○  
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別記様式第４  

平成  年  月  日  

富山県知事      殿  

受注者  住  所  

  商号又は名称  

代表者氏名    印  

工事成績評定に係る再説明請求書  

  平成  年  月  日付け第  号の回答について、再説明を求めます。  

記  

１  工事名 工  事  

２  工事番号  

３  工事成績評定に係る説明書  

（回答）に対する疑問の内容  
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別記様式第５  

第       号 

平成  年  月  日  

契約の相手方 

所在地 

商号又は名称 

代表者氏名    殿 

富山県知事    印  

工事成績評定に係る再説明書（回答）  

  平成  年  月  日付けで貴社から再説明を求められた評定内容について、下  

記のとおり回答します。  

記  

１  工事名 工  事  

２  工事番号  

３  疑問に対する回答  
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富山県請負工事成績評定評価委員会設置要領 

耕   第  72 号 
企  用  第１１９号
検   第   ４号
平成 16 年 4 月 1 日 
農 林 水 産 部 長 
土   木   部   長 
出  納  事  務  局  長 

（趣 旨） 

第１ 本要領は、富山県請負工事成績通知要領に定める工事成績評定評価委員会（以下

「委員会」という。）の設置等に関して必要な事項を定める。 

（委員会の事務） 

第２ 委員会は、次の事項について審議するものとする。 

(1) 工事成績通知要領に基づき通知された評定点について、受注者が説明を求めた場

合の回答に係る事項 

(2) 工事成績評定の通知に係る事項

(3) その他工事成績評定の運用に係る事項

（委員会の組織） 

第３ 委員会は、別表に掲げる職員をもって構成する。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。 

４ 委員長は、必要に応じて工事成績評定者等から説明を求めることができる。 

（委員会の招集） 

第４ 委員会は、委員長が必要と認めた場合、委員長が招集する。 

（委員会の庶務） 

第５ 委員会の庶務は、関係機関において処理する。 

附 則 

この要領は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則
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この要領は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

 

 

別 表 

 

１）説明請求に対する工事成績評定評価委員会 

 農林水産部 

 区 分 事業主管課が監督する工事 出先機関が監督する工事 

委員長 事業主管課長 出先機関の長 

副委員長 事業主管課主幹又は委員長が指名す

る者 

次長（技術）又は委員長が指名 

する者 

委 員 農林水産企画課主幹 

事業主管課課長補佐 

検査室工事検査班長 

その他委員長が指名する者 

次長（事務） 

管理検査課長 

当該工事担当課長 

その他委員長が指名する者 

管理検査課を設けない出先機関にあっては、所長が命ずる職員をもって構成する。 

 土木部 

 区 分 事業主管課が監督する工事 出先機関等が監督する工事 

委員長 事業主管課長 出先機関の長 土木センター土木 

事務所長 

副委員長 事業主管課主幹又は委員長が指

名する者 

次長（技術）又は委員

長が指名する者 

所長代理（技術）又は

委員長が指名する者 

委 員 建設技術企画課主幹 

事業主管課課長補佐 

検査室工事検査班長 

その他委員長が指名する者 

次長（事務） 

管理検査課長 

当該工事担当課長 

その他委員長が指名す

る者 

所長代理（事務） 

土木センター管理検査

課長 

当該工事担当課長 

その他委員長が指名す

る者 

管理検査課を設けない出先機関にあっては、所長が命ずる職員をもって構成する。 

 

２）再説明請求に対する工事成績評定評価委員会  

区 分 農林水産部 土木部 

委員長 次長（技術） 次長（技術） 

副委員長 農村整備課長 建設技術企画課長 

委 員 農林水産企画課長 

事業主管課長 

検査室次長（技術） 

当該工事担当農林振興センター所

長 

その他委員長が指名する者 

管理課長 

事業主管課長 

検査室次長（技術） 

当該工事担当土木センター所長又は、

土木事務所長 

その他委員長が指名する者 
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富山県請負工事成績評定要領及び同通知要領の運用について 

 

事 務 連 絡  

平成28年３月２５日 

 

 関係各課長 

           殿 

 関係出先機関の長 

 

農 林 水 産 部 長 

土 木 部 長 

出 納 局 長 

 

 

富山県請負工事成績評定要領及び同通知要領の運用について 

 

このことについて、下記のとおり運用することしたので通知します。これに伴い、平成2

4年10月17日付け事務連絡「富山県請負工事成績評定要領及び同通知要領の運用につい

て」は廃止します。 

 

 

記 

１．富山県請負工事成績通知要領第３に定める工事成績評定結果は、原則として、完成検査日

の翌日から起算して１０日後（富山県の休日を定める条例（平成元年富山県条例第１号）第

１条第１項に規定する県の休日を除く。）に通知することとする。 

 

２．前項の運用が適当でない工事成績評定結果の通知については次の要領で行う。 

(1)工事期間中に発生した工事関係者事故、重大な損害を与えた公衆災害や法令違反等に

対する処分が、前項の通知日までに確定しない場合は、処分が確定するまで通知は行

わず、確定後速やかに通知するものとする。なお、通知日は当該受注者に対する処分

が確定した日とする。 

(2)「軽易な修補」の扱いとなった工事（富山県建設工事検査監察要領第９条第４項に定

める）の場合は、「修補工事完了確認の日」の翌日から起算して１０日後（富山県の休

日を定める条例（平成元年富山県条例第１号）第１条第１項に規定する県の休日を除

く。）に通知するものとする。 

 

３．富山県工事成績評定要領第９に基づく評定の修正は、次の要領で行うものとする。 

 

(1) 評定の修正は、工事成績評定評価委員会において審議のうえ行う。 

(2) 上記で修正した評定は、別紙参考様式「工事成績修正通知書」により受注者に通知す

る。なお、修正通知日は上記委員会の開催日とする。 

(3) 評定の修正後、速やかに事業管理システムに登録された工事成績評定点を訂正するこ

ととするが、当初の工事成績通知日は修正しない。 

(4)工事成績修正通知後の受注者からの説明請求に対する対応については、富山県請負工

事成績通知要領に準じる。 
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1-5

考査項目 細別

　 　 　 　 　

01. 　 01. 　 01.

02.

03.

04.

レ 05.

06.

07.

 

２

 

施

工

状

況

　

　

　
―

共

通
―

Ⅲ

安

全

対

策

仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて定期的に実施している。（※ 施工プロ59,60） 上記該当事項があれば ・ d 上記該当事項があれば ・ e

安全対策に関して、

監督員からの文書に

よる改善指示に従わ

なかった。

安全教育・訓練等を４時間/月以上適時､的確に実施した記録が整備されている。（※ 施工プロ 53）

安全パトロール、巡視、安全ミーティング（ＫＹＫ） 等を実施し、記録が整備されている。（※ 施工プロ 54）

新規入場者教育を実施し､実施内容に現場の特性が十分反映され､記録が整備されている。（※ 施工プロ 55）

工事期間を通じて、工事関係者事故及び公衆災害が発生しなかった。

過積載防止に積極的に取り組んでいる。（※ 施工プロ 56）

配点：-10

安全対策が適切である。 安全対策がほぼ適切である。 他の事項に該当しない。 安全対策がやや不適切であ

る。

 安全対策が不適切である。

配点：+5 配点：+2.5 配点：0 配点：-5

　評価対象項目 （赤字は必須評価対象項目）

「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。 安全対策に関して、

監督員が文書による

改善指示を行った。

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□にレマークを記入する。（※ 施工プロ）とは施工プロセスチェックでチェックされた項目である。 (第一次評定者)

a b c d e

事故が発生した工事の成績評定の運用について 

 
事  務  連  絡 
平成 27 年 3 月 12 日 

関係各課長 
          殿 
関係出先機関の長 

農林水産部長 
土 木 部 長 
出 納 局 長 

 
事故が発生した工事の成績評定の運用について 

 

  工事中に事故が発生した場合の工事については、以下のとおり評定するものとする。 

なお、平成２５年３月８日付け事務連絡「事故が発生した工事の成績評定の運用について」 

は廃止する。 

 

１．第一次評定者 

工事関係者事故又は公衆災害が発生した場合は、「２施工状況、Ⅲ安全対策」の「05．工事期間

を通じて、工事関係者事故及び公衆災害が発生しなかった。」の項目（必須評価対象項目）を、事

故の程度に係わらずチェックしないこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、以下の場合は事故の発生と見なさないこととする。（第二次評定者においても同様とす

る。） 

○ 受注者の現場管理に問題が無く、明らかに被災者の原因による事故又はもらい事故。 

（ただし、同様な事故の再発を防止する対策について検討するよう受注者を指導されたい。） 

○ 工事関係者の通勤途上等における交通事故。 

○ 受注者が引渡しを受ける前の、工事用資材運搬中の事故。 

    （ただし、現場発生材の搬出や、施工計画書に運搬計画を記載すべき資材等の輸送作業中の

事故は事故の発生と見なす。） 

 

17－89



 

２．第二次評定者 

①「安全対策」の評定 

「安全対策」は、労働安全衛生活動など工期全体に渡る安全活動を総合的に判断し評価す

るものである。 

    従って、事故が発生した場合は、死傷者の有無にかかわらず、事故の程度や発生原因を

考慮したうえで、受注者の安全管理について評価するものとする。 

 ただし、工事関係者事故、公衆災害にかかわらず本庁指名委員会による口頭注意以上の処分

があった場合は「ｄ」評価以下を原則とする。 

 

 

 

 

②「法令遵守等」の評定 

   本庁指名委員会の処分内容に応じて、考査項目別運用表に従い、「－20点から－5点」とする。 

   本庁指名委員会の処分がない場合でも、以下の場合に「－3点」とする。 

 

   ア．工事関係者事故の場合 

      労働基準監督署に、事故発生を届け出た結果、下記の報告書の提出を求められた場合。 

事故報告書〔様式第 22号（労働安全衛生規則第 96条）〕 
労働者死傷病報告書〔様式第 23号又は様式第 24号(労働安全衛生規則第 97条)〕 

（軽易と思われる事故でも、労働基準監督署に届け出るよう、受注者を指導されたい。） 

ただし、受注者の現場管理に問題が無く、明らかに被災者の原因による事故又はもらい 

事故の場合は除く。 

また、労働基準監督署の所管外となる会社経営者等の工事現場での事故の場合も、事故の

程度が上記に相当する場合は減点の対象とする。 

 

   イ．公衆災害の場合 

安全管理の措置が不適切であったために、第三者が死傷した場合。（怪我の程度にかかわ

らず減点の対象とする。） 

ただし、受注者の現場管理に問題が無く、明らかに被災者の故意又は不注意による事故は

除く。 

又は、施設の破損等により、複数の第三者に影響を与えた場合。 

 

 

 

 

 

３．第三次評定者 

   検査員については、安全対策の評価項目がないので、減点対象とはならない。 

 

（参考）対外的な説明責任を考慮し、処分があった場合は、減点が望ましい。ただし、加点

要素を説明できる場合は、これにこだわらない。 

（参考） 「法令遵守等」の考査項目別運用表には、減点の対象として「重大な損害を与え

た公衆災害」とあるため、「個人宅の水道管を破損した」、「停車中の車両に傷を付

けた」等、個人に対する物損事故は減点の対象外とした。 
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